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I. 改正の概要 

１ . 概要 

税率引上げと  

軽減税率制度の 

実施時期 

令和元年 10 月１ 日 

税率 

標準税率： 10％（ 消費税率： 7. 8％、 地方消費税率： 2. 2％）  

軽減税率： ８ ％（ 消費税率： 6. 24％、 地方消費税率： 1. 76％）（ 注 1）  

( 注１ ) 現行の８ ％（ 消費税率： 6. 3％、 地方消費税率： 1. 7％） と は 

消費税と 地方消費税の割合が異なる ため区分し なければなら ない。  

軽減税率の対象品目 
・  飲食料品（ 酒類・ 外食を 除く ）  

・  週２ 回以上発行さ れる新聞（ 定期購読契約に基づく も の）  

帳簿及び請求書等 

の記載と 保存 

・  対象品目の売上げ・ 仕入れがある事業者は、こ れまでの記載事項に

税率ごと の区分を 追加し た請求書等（ 注 2）の発行や記帳などの経理（ 区

分経理） を 行う 必要あり 。  

・  仕入税額控除の要件は、 現行、「 帳簿及び請求書等の保存」 だが、

軽減税率制度実施後は、 区分経理に対応し た帳簿及び請求書等（ 注 2）

の保存が要件と なる（ 区分記載請求書等保存方式）。  

( 注２ )「 区分記載請求書等」 と いう 。 なお、 令和５ 年 10 月から は「 区分記

載請求書等」 に代わり 、「 適格請求書等」 の保存が要件と なる（ 適格請

求書等保存方式＝いわゆるイ ンボイ ス方式）。  

税額の計算 

・  売上げ及び仕入れを税率ごと に区分し て税額計算を行う 必要あり 。 

・  区分経理が困難な中小事業者について、 経過措置と し て売上げに

係る税額（ 売上税額）、 仕入れに係る税額（ 仕入税額） の計算の特例

あり 。  

 

２ . 実施時期 

改正項目 実施時期 

消費税及び地方消費税の税率引上げ 令和元年 10 月１ 日 

軽減税率制度の導入 令和元年 10 月１ 日 

仕入税額控除の方式の変更 

 区分記載請求書等保存方式 

 適格請求書等保存方式 

 （ 適格請求書発行事業者の登録申請）  

 

令和元年 10 月１ 日～令和５ 年９ 月 30 日 

令和５ 年 10 月１ 日～ 

令和３ 年 10 月１ 日～ 

税額計算の特例（ 経過措置）  

 売上税額の特例 

 仕入税額の特例 

 

令和元年 10 月１ 日～令和５ 年９ 月 30 日 

令和元年 10 月１ 日～令和２ 年９ 月 30 日 
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【 軽減税率制度・ 適格請求書等保存方式の施行スケジュ ール】  

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  
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国税庁「 消費税の軽減税率制度に対応し た経理・ 申告ガイ ド 」（ 令和元年 6 月） より  

 

３ . 軽減税率制度の導入 

(1) 概要 

10％への税率引上げに伴う 低所得者対策と し て、 生活必需品に係る消費税負担を 軽減する軽

減税率制度が導入さ れる。 軽減税率の対象と なる課税資産の譲渡等と 保税地域から 引き 取ら れ

る課税貨物については税率の引上げ後も 適用税率は８ ％に据え置かれる。  

 
現 行 

令和元年 10 月１ 日以後 

標準税率 軽減税率 

消 費 税 率 6. 3％ 7. 8％ 6. 24％ 

地 方 消 費 税 率 
1. 7％ 

（ 消費税額の 17/63）  

2. 2％ 

（ 消費税額の 22/78）  

1. 76％ 

（ 消費税額の 22/78）  

合 計 8. 0％ 10. 0％ 8. 0％ 

（ 注）消費税等の軽減税率は、現行と 同じ ８ ％だが、消費税率（ 6. 3％→6. 24％）と 地方消費税率（ 1. 7％

→1. 76％） の割合が異なる。  
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(2) 軽減税率制度の実施に伴い新たに必要と なる事務 

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  

 

事業者の区分 必要な対応 

課
税
事
業
者 

飲食料品の売上げ・ 仕入れ（ 経費） の両方

がある事業者 

（ 例）・ 飲食料品を取扱う 小売・ 卸売業 

（ スーパー、 青果店等）  

・ 飲食店業 

（ レ スト ラ ン等）  

① 自己が交付する請求書等を、記載事項

を 追加し た区分記載請求書等に変更 

② 取引先から 受領し た区分記載請求書

等を も と に、日々の取引を税率の異なる

ごと に記帳（ 区分経理）  

③ 区分経理に基づき 、申告時に税率ごと

の税額計算 

飲食料品の仕入れ（ 経費） のみがある事業

者 

（ 例） 会議費や交際費と し て飲食料品を 

購入する 場合 等 

上記②と ③の対応が必要 

免
税
事
業
者 

軽減税率対象品目の売上げがある場合 

課税事業者と 取引を行う 場合には、区分記

載請求書等の交付を 求めら れる 場合があ

るため上記①の対応が必要 
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国税庁「 軽減税率制度への対応には準備が必要です！（ 令和元年 6 月）」 より  
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II. 軽減税率の対象品目 

軽減税率の適用対象は、 国内取引については課税資産の譲渡等のう ち、 次の１ . 又は２ . に該当

するも の（ 軽減対象資産の譲渡等） と し 、 輸入取引については保税地域から 引き 取ら れる課税貨

物のう ち次の１ . の飲食料品に該当する も の（ 軽減対象貨物） と さ れている。  

 

１ . 飲食料品（ 酒類を 除く ） の譲渡 

飲食料品と は、「 一般に人の飲用又は食用に供するも の」 を いい、 具体的には、 食品表示法に

規定する食品（ 注１ ）（ 酒類（ 注２ ） を 除く 。） が該当し 、 一定の一体資産を 含み、 外食・ ケータ リ ン

グ等は含まない。  

（ 注１ ） こ の法律において「 食品」 と は、 全ての飲食物（ 医薬品、 医薬部外品及び再生医療等製品を

除き 、 添加物を 含む。） を いう （ 食品表示法２ ①（ 抜粋））。  

（ 注２ ）「 酒類」 と は、 アルコ ール分１ 度以上の飲料（ 薄めてアルコ ール分１ 度以上の飲料と する こ

と ができ る も の（ アルコ ール分が 90 度以上のアルコ ールのう ち、 第７ 条第１ 項の規定によ る

酒類の製造免許を 受けた者が酒類の原料と し て当該製造免許を 受けた製造場において製造す

る も の以外のも のを 除く 。） 又は溶解し てアルコ ール分１ 度以上の飲料と するこ と ができ る粉

末状のも のを 含む。） を いう （ 酒税法２ ①）。  

 

【 軽減税率の対象と なる飲食料品の範囲（ イ メ ージ）】  

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  
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( 1)  軽減税率の対象と さ れるも の 

① 食品表示法に規定する食品 

② 一体資産（ 下記( 6) ） のう ち一定のも の 

③ 飲食料品のいわゆる「 テイ ク アウト 」 や「 持ち帰り 販売」（ 下記( 7) ④）  

④ 有料老人ホーム等の施設で行う 一定の「 ケータ リ ング、 出張料理」  

(2) 軽減税率の対象と さ れないも の 

① 酒税法に規定する酒類 

② 人の飲食に供するこ と が可能なも ので、 人の飲用又は食用以外の用途で販売さ れるも

の（ 例： 工業用と し て販売さ れる塩など）  

③ 医薬品、 医薬部外品、 再生医療等製品 

④ いわゆる「 外食」（ 下記( 7) ①）  

⑤ いわゆる「 ケータ リ ング、 出張料理」（ 下記( 8) ）  

(3) 適用税率の判定時期 

軽減税率が適用さ れる取引か否かの判定は、 事業者が課税資産の譲渡等を行う 時、 すなわ

ち 飲食料品を 販売する 時点（ 取引を行う 時点） で行う こ と と なる。  

し たがっ て、 飲食料品を販売する事業者が、 人の飲用・ 食用に供さ れるも のと し て譲渡し

た場合には、 顧客がそれ以外の目的で購入・ 使用し たと し ても 、 その取引は「 飲食料品の譲

渡」 に該当し 、 軽減税率の対象と なる。  

例）・ 清掃用と し て販売し た重曹を 購入者が食用に用いたと し ても 、 販売時の税率は標準税率 

・ 食用と し て販売し た重曹を 購入者が清掃用に用いたと し ても 、販売時の税率は軽減税率 

(4) 委託販売手数料の取扱い 

【 令和元年 10 月１ 日以降の委託販売における処理（ 飲食料品の委託販売）】  

 

国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 個別事例編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 45 
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(5) 飲食料品の具体例 

品目等 軽減税率の適用対象 適用対象と なら ないも の 

農産物 ・ 米穀や野菜、 果実など 

・ 人の飲用又は食用に供さ れるも み 

・ おやつや製菓の材料用のかぼち ゃ  

の種など 

 

・「 種も み」 と し て販売さ れる も み 

・ 栽培用と し て販売さ れる 植物や種子 

畜産物 ・ 食肉や生乳、 食用鳥卵など 

・ 家畜の枝肉 

 

・ 肉用牛、 食用豚、 等の生き た家畜 

水産物 ・ 魚類や貝類、 海藻類など 

・ 活魚 

 

・ 熱帯魚などの観賞用の魚 

家畜の飼料やペ

ッ ト フ ード  
－ 

・ 牛や豚等の家畜の飼料 

・ ペッ ト フ ード  

加工食品 ・ 麺類、 パン 類、 菓子類、 調味料等、 そ

の他製造又は加工さ れた食品 
－ 

健康食品、美容食

品等 

・ 特定保健用食品、 栄養機能食品 

・ 医薬品等に該当し ない健康食品、  

美容食品 

－ 

食品衛生法に 規

定する「 添加物」 

・ 食品衛生法に規定する 添加物と し て

販売さ れる金箔、重曹、炭酸ガスなど 
－ 

飲料 ・ ジュ ース、 お茶等の飲料 

・ コ ーヒ ーの生豆 

・ ミ ネラ ルウォ ータ ーなどの飲料水 

・ ペッ ト ボト ルに入れて「 食品」 と  

し て販売する水道水 

・ 医薬品等でない栄養ド リ ン ク  

・ ノ ンアルコ ールビールや甘酒など 

「 酒類」 に該当し ない飲料 

・ ウォ ータ ーサーバーで使用する 水 

 

 

・ 水道水 

 

 

・ 医薬品等（ 医薬品、 医薬部外品、  

再生医療等製品） に該当する 栄養ド

リ ンク  

・ ウォ ータ ーサーバーのレ ン タ ル料 

氷 ・ かき 氷や飲料に入れる氷など食用氷 ・ ド ラ イ アイ スや保冷用の氷 

酒類 ・ 酒類を 原料と し た菓子 

（ 酒類に該当し ないも の）  

・ 酒類の原料と なる食品 

（ 日本酒の原材料の米など）  

・ みり ん風調味料、料理酒等（ 酒類に該

当し ないアルコ ール分１ 度未満のも

のや塩を 加えたも の）  

・ 酒税法に規定する 酒類 

・ 食品の原材料と なる ワイ ン など 

 

 

・ みり ん、料理用清酒等（ 酒税法に規定

する酒類に該当するも の）  

味覚狩り 、潮干狩

り 、釣堀の入園料 

・ 別途対価を 徴し て果物等を 販売し た

場合 

・ 顧客に収穫等さ せた果物等を その場

で飲食さ せる役務の提供 

飲食料品の包装

材料、 容器、 割り

箸等の食器具等、

保冷剤 

・ 飲食料品の販売に通常必要なも のと

し て使用さ れる も の 

・ 桐の箱等の高価な容器であっ ても 、商

品名を 直接印刷する など 、 その飲食

料品の販売にのみ使用し ている こ と

が明ら かなも の 

・ 顧客に他の用途と し て再利用さ せる

こ と を 前提と し ていないも の 

・ ケーキやプリ ン など の洋菓子にサー

ビ スで付ける 保冷剤 

・ 贈答用の包装など 、別途対価を 定めて

いる包装材料等 

・ 包装紙のみの販売 

 

 

 

・ 顧客に他の用途と し て再利用さ せる

こ と を 前提と し ている も の 

・ 別途対価を 徴し ている保冷剤 
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品目等 軽減税率の適用対象 適用対象と なら ないも の 

自動販売機 ・ 自動販売機によ る飲食料品の販売 
・ 自動販売機による 酒類の販売 

・ 自動販売機の設置手数料 

通信販売 ・ 飲食料品の通信販売（ 注）  － 

カ タ ロ グ ギ フ ト

の販売 
－ 

・ 食品と 食品以外の商品が掲載さ れて

いるカ タ ログギフ ト の販売 

・ 食品のみが掲載さ れている カ タ ロ グ

ギフ ト の販売 

飲食料品の土産

付き パッ ク 旅行 － 

・ 飲食料品のお土産付き パッ ク 旅行 

（ お土産の対価を 明ら かにし た場合で

も 適用対象外）  

日当・ 出張手当 ・ 実費精算を 行う 場合の飲食料品の購

入 

・ 精算を 伴わない旅費規程等に基づく

日当の支給 

食品の卸売 ・ 飲食店への食材の販売 － 

食品の加工 － ・ コ ーヒ ーの生豆の焙煎等の加工 

食品の廃棄 － ・ 賞味期限切れの廃棄食品の譲渡 

送料 ・ 送料込で別途送料を 求めない場合 ・ 飲食料品の譲渡に要する送料 

( 注) 飲食料品の通信販売には適用税率の経過措置は適用さ れず、軽減税率が適用さ れる。こ のため、

令和元年９ 月 30 日までの税率は、 消費税率 6. 3％、 地方消費税率 1. 7％の合計８ ％、 令和元年

10 月１ 日以後の税率は消費税率 6. 24％、 地方消費税率 1. 76％の合計８ ％と なる 。  

 

(6) 一体資産に関する注意点等 

① 「 一体資産」 と は 

たと えば、 おも ちゃ 付き のお菓子のよう に、 次のいずれにも 該当するも のを いう 。  

イ ． 食品と 食品以外の資産があら かじ め一の資産を 形成し 、 又は構成し ているも の 

ロ ． その一の資産に係る価格のみが提示さ れているも の 

 

② 軽減税率の適用対象と なる要件 

一体資産の譲渡は、 原則と し て軽減税率の対象ではないが、 次のいずれの要件も 満たす場

合に限り 、 飲食料品の譲渡と し てその全体が軽減税率の適用対象と なる。  

・  一体資産の譲渡の対価の額（ 税抜価額） が１ 万円以下（ 注） であるこ と  

・  一体資産の価額のう ちにその一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合と  

し て合理的な方法により 計算し た割合（ 下記③） が３ 分の２ 以上である こ と  

※ 要件を満たさ なければその譲渡全体が標準税率の適用対象と なる。  

( 注) １ 万円以下かどう かはセッ ト 商品１ 個あたり の販売価格で判定する。  
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③ 「 合理的な方法により 計算し た割合」 と は 

事業者の販売する 商品や販売実態等に応じ 、 たと えば次の割合など、 事業者が合理的に計

算し た割合であれば差し 支えない（ 軽減通達５ ）。  

イ ． 一体資産の譲渡に係る売価のう ち、 合理的に計算し た食品の売価の占める割合 

ロ． 一体資産の譲渡に係る原価のう ち、 合理的に計算し た食品の原価の占める割合 

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  

④ 合理的な割合が不明な場合 

小売業や卸売業等を 営む事業者が、 一体資産に該当する商品を 仕入れて販売する場合にお

いて、 販売する対価の額（ 税抜） が１ 万円以下であると き は、 その課税仕入れの時に仕入先

が適用し た税率を そのまま適用し て差し 支えない。  

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  
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⑤ 一体資産の具体例 

具体例 

・ 菓子と 玩具により 構成さ れている 、 いわゆる食玩 

・ 飲食後に食器や装飾品と し て再利用でき る容器に盛り 付けら れた洋菓子 

・ 食品と 食品以外の資産で構成さ れた福袋 

・ 販促物と し て非売品のおも ちゃ を 付けた状態で販売するペッ ト ボト ル飲料 

該当し ないも の 

・ たと えばビールと 惣菜など、 それぞれ別々の商品と し て販売し ているも のを 組み合わせて、  

一括で値引き を 行う 販売 

・ 食品と 食品以外の資産の詰め合わせ商品について、 その詰め合わせ商品の価格と と も に、 個々

の商品の価格を 内訳と し て提示し ている 場合 

・ たと えば「 よ り どり ３ 品○○円」 と 価格を 提示し 、 顧客が自由に組み合わせでき るよ う にし て

販売し ている 場合 

・ 顧客がメ ニュ ーの中から 選択可能な、 お菓子と ド リ ン ク と おも ちゃ のセッ ト 商品と し ての販売 

 

(7) 「 外食」 に関する注意点等 

① 「 外食」 と は 

軽減税率が適用さ れない「 外食」 と は、「 飲食店業等を 営む者（ 下記②） が行う 食事の提供」

のう ち、 次のいずれの要件も 満たすも のを いう （ 新消法附則 34①一イ ）。  

イ  顧客の飲食に用いら れるテーブル、 椅子、 カ ウンタ ー等の飲食設備（ 下記③） のある場

所において（ 場所要件）、  

ロ  顧客に飲食料品を 飲食さ せる 役務の提供（ サービス要件）  

 

② 「 飲食店業等を営む者」 と は 

飲食設備のある場所において飲食料品を 飲食さ せる役務の提供を 行う 全ての事業者が該当

する（ 新消令附則３ ①、 軽減通達７ ）。  

→ 食品衛生法上の飲食店業、 喫茶店営業を 営む者に限ら ない。  

 

③ 「 飲食に用いら れる設備」（ 飲食設備） と は 

飲食に用いら れる設備であれば、 その規模や目的を 問わない。 し たがっ て、  

イ  テーブルのみ、 椅子のみ、 カ ウンタ ーのみ 

ロ  飲食目的以外の施設に設置さ れたテーブル等 

であっ ても 、こ れら の設備が飲食に用いら れるのであれば飲食設備に該当する（ 軽減通達８ ）。 

また、「 飲食料品の提供を行う 事業者」 と 「 飲食設備を 設置・ 管理する者」 が異なっ ていて

も 、 両者の「 合意等」 ※に基づき 、 その設備を 顧客に利用さ せるこ と と し ている場合は、 その

設備はその飲食料品の提供を 行う 事業者にと っ ての「 飲食設備」 に該当する（ 軽減通達９ ）。 

例） フ ード コ ート での飲食スペース 

なお、 こ のよう な合意に基づいて利用さ せるこ と と し ているも のでなく 、 誰でも 利用でき

る 公園のベン チなどは、 原則と し て飲食設備に該当し ない。  

※ 契約書等で明ら かにさ れている 明示的な合意に限ら ず「 黙示の合意」 も 含む。  
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飲食設備に該当するも の 

・ スーパーマーケッ ト の休憩スペース（ 顧客が飲食にも 利用するこ と ができ る）（ 軽減通達８ ）  

・ フ ード コ ート での飲食スペース（ 軽減通達９ ）  

該当し ないも の 

・「 飲食はお控えく ださ い」と いっ た掲示を 行う などし て実態と し て顧客に飲食さ せていない休憩

スペースやベン チ等（ 掲示を 行っ ていても 、 実態と し て顧客に飲食さ せている 場合は飲食設備

に該当）  

・ スーパーマーケッ ト の従業員専用のバッ ク ヤード 、 ト イ レ 、 サッ カ ー台（ 購入し た商品を 袋に

詰める ための台）  

・ 誰でも 利用でき る 公園や遊園地のベンチ等 

 

④ 「 テイ ク アウト （ 持ち帰り 販売）」 の取扱い 

「 テイ ク アウト （ 持ち帰り 販売」」 と は、「 食料品を 、 持ち帰り のための容器に入れ、 又は

包装を施し て行う 譲渡」 を いう 。  

テイ ク アウト （ 持ち帰り 販売） は、「 飲食設備のある場所において、 飲食料品を 飲食さ せる

役務の提供」 には当たら ない単なる 飲食料品の販売であるこ と から 、 軽減税率が適用さ れる

（ 新消法附則 34①一イ かっ こ 書）。  

 

⑤ 「 店内飲食」 と 「 テイ ク アウト （ 持ち帰り 販売）」 の両方を 行っ ている場合 

店内飲食と テイ ク アウト のどち ら に該当するかは、 取引の時点（ ＝飲食料品の注文の時点

等） で顧客に意思確認を行う などの方法により 判定を 行う （ 軽減通達 11）。  

なお、 大半の商品（ 飲食料品） が持ち帰り であるこ と を 前提と し て営業し ているコ ンビニ

エンススト ア等においては、 全ての顧客に店内飲食か持ち帰り かを 質問するこ と を 必要と す

る も のではなく 、 たと えば、「 イ ート イ ンスペースを 利用する場合はお申し 出く ださ い」 等の

掲示を行う など、 営業の実態に応じ た方法で意思確認を行う こ と と し て差し 支えない。  

一度判定し た適用税率は、 その後の顧客の行動の変化等により 変更するこ と は制度上求め

ら れていない。 ただし 、 たと えば「『 店内飲食』 の意思表示があっ た顧客が会計後に店内飲食

せずに『 持ち帰り 』 を 申し 出てく る」 と いっ た場合において、 顧客と のト ラ ブルや無用な混

乱を 回避する 観点から 、 事業者が自ら の判断で、 当初の「 売上げ」 を取り 消し 、 再度、 適用税

率を 判定し て「 売上げ」 を 計上し 直すと いっ た事務を 行う こ と は何ら 差し 支えない。  

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  
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⑥ 「 外食」 の具体例 

店舗形態等 標準税率（「 外食」 に当たる）  軽減税率（「 外食」 に当たら ない）  

牛丼屋 

ハンバーガー店 

店内飲食 テイ ク アウト  

そば屋 店内飲食 出前 

寿司屋 店内飲食 お土産 

喫茶店 ・ 店内飲食（ コ ーヒ ーチケッ ト を使用

し た場合も 同様）  

・ テイ ク アウト（ コ ーヒ ーチケッ ト を

使用し た場合も 同様）  

屋台 おでん屋やラ ーメ ン 屋等の屋台での

飲食 

・ 自ら テーブル、椅子、カ ウンタ ー等

を 設置し ている場合 

・ 自ら 設置はせず、設備設置者から 使

用許可等を受けている場合 

縁日などにおける 屋台のお好み焼き

や焼き そばの等の軽食 

・ テーブル等の設備がない場合 

・ 使用許可等を 取っ ていない公園の

ベン チ等を 顧客が使用（ 他の者も

自由に使用） し ている場合 

フ ード コ ート  フ ード コ ート での飲食 

（ テーブル、 椅子等はショ ッ ピ ン グ

セン タ ーの所有で、 自社の設備で

はない場合でも 「 外食」 に該当）  

－ 

コ ン ビ ニ エ ン ス

スト ア 

イ ート イ ン スペースでの飲食を 前提

に提供さ れる飲食料品 

・ ト レ イ や返却が必要な食器に入れ

て飲食料品を 提供する場合 

・ 顧客が店内飲食の意思表示を し た

場合 

ホッ ト スナッ ク ・ 弁当・ 惣菜 

 

・ 店内で飲食する こ と も 可能な商品

を 顧客が持ち 帰り を 前提に購入する

場合 

旅客列車等 食堂車での飲食 駅の売店や列車内の移動ワゴン 等によ

る 弁当や飲み物等の販売 

映画館の売店等 ・ 売店のそばに設置し たテーブル、 椅

子等で顧客に飲食さ せている 場合 

・ メ ニュ ーを 座席等に設置し 、 顧客の

注文に応じ てその座席等で行う 食事

の提供 

・ 座席等で飲食するため事前に予約を

取っ て行う 食事の提供 

・ テーブル等がない売店で行われる 

飲食料品の販売 

・ 持ち帰り による販売 

旅館、 ホテル等 ・ ホテル等自体又はテナン ト である 

レ スト ラ ン が行う 宴会場や会議室等

で行われる食事の提供 

・ いわゆるルームサービ ス 

・ 客室備え付けの冷蔵庫内の酒類以外

の飲料の販売 

その他 ・ 注文し た料理の残り を 折り 詰めにし

て持ち帰る場合（ 回転寿司店等）  

・ カ ラ オケボッ ク スの客室での注文に

応じ た飲食料品の提供 

・ 社員食堂での飲食 

・ セルフ サービスの飲食店での飲食 

・ カ ウン タ ーのみの立食形式の飲食店

での飲食 

・ 学生食堂での飲食 

・ バーベキュ ー施設での飲食等 

・ 飲食店内で提供する缶飲料、 ペッ ト

ボト ル飲料 

・ 顧客が持ち帰り 用と し て注文し 、 パ

ッ ク 詰めし て販売する も の（ 回転寿

司店等）  

・ 宅配ピ ザの配達 

・ 喫茶店の飲料の配達 

・ 飲食店のレ ジ前にある菓子の販売 
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(8) 「 ケータ リ ング、 出張料理」 と は 

軽減税率が適用さ れない「 ケータ リ ング、 出張料理」 と は、「 顧客が指定し た場所において

行う 加熱、 調理又は給仕等の役務を伴う 飲食料品の提供」 を いう 。  

こ こ でいう 、「 加熱、 調理又は給仕等の役務を 伴う 」 と は、  

イ  相手方が指定し た場所で、 飲食料品の提供を 行う 事業者が食材等を 持参し 、 調理し て提

供するも の 

ロ  調理済みの食材を その指定さ れた場所で加熱し て暖かい状態で提供する場合 

ハ 相手方が指定し た場所で飲食料品の盛り 付けを 行う 場合 

ニ 相手方が指定し た場所で飲食料品が入っ ている器を配膳する場合 

ホ 相手方が指定し た場所で飲食料品の提供と と も に取り 分け用の食器等を 飲食に適する状

態に配置する場合   などが該当する（ 軽減通達 12）。  

【 いわゆる「 ケータ リ ング」、「 出張料理」 の具体例】  

形態 標準税率 軽減税率 

一般的な 

「 ケータ リ ング」

「 出張料理」  

顧客が指定し た場所で 

・ 飲食料品の盛り 付け 

・ 飲食料品が入っ ている 器の配膳 

・ 飲食料品の提供と 取り 分け用の食器

等の配置等 

・ 食材を 持ち 込み料理を 行い、 飲食料

品を 提供 

を 行う も の 

－ 

出前 ・ 飲食料品の配達後に、 配達場所で給

仕等の役務の提供が行われる 場合に

は、 ケータ リ ン グ等に該当 

・ そばの出前、 宅配ピ ザの配達、 喫茶店

の飲料の配達等 

配達先での 

取り 分け 
－ 

・ 持ち 帰り 用のコ ーヒ ーを カ ッ プ に注

ぐ 行為 

・ 配達先で味噌汁を 取り 分け用の器に

注ぐ 行為 

有料老人ホーム、

サービ ス 付き 高

齢者向け住宅 

・ 受託者である 給食事業者が、 委託者

である 有料老人ホーム等と の給食調

理委託契約に基づき 行う 食事の調理

（ 注１ ）  

・ 有料老人ホーム等の設置者又は運営

者が行う 、一日一人に対し て行う 税抜

対価の額が一食につき 640 円以下で、

その累計額が 1, 920 円に達する まで

の飲食料品の提供（ 注２ ）  

学校給食 

－ 

以下の施設の設置者が児童又は生徒、幼

児の全て （ 注３ ） に対し て学校給食と し て

行う 飲食料品の提供 

・ 義務教育諸学校の施設 

・ 夜間課程を 置く 高等学校の施設 

・ 特別支援学校の幼稚部又は高等部の

施設 

・ 幼稚園の施設 

・ 特別支援学校に設置さ れる 寄宿舎 

病院食 ・ 患者の自己選択によ り 、 特別メ ニュ

ーの食事の提供を 行う 場合（ 注４ ）  

 

（ 注１ ） 軽減税率の適用対象と なる飲食料品の提供は、 有料老人ホーム等の設置者又は運営者自身が、 その有

料老人ホームの一定の入居者に対し て行う 飲食料品の提供に限ら れる（ 新消法附則 34①一ロ、 新消令附
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則３ ②一）。  

（ 注２ ） 累計額の計算方法につき あら かじ め書面で定めている場合にはその方法によるこ と と さ れている（ 平

成 28 年財務省告示第 100 号）。  

（ 注３ ） アレ ルギーなどの個別事情により 全ての児童又は生徒に対し て提供するこ と ができなかっ たと し ても

軽減税率の適用対象と なる。  

（ 注４ ） 健康保険法等の規定に基づく 入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税と さ れているこ と から 、

消費税は課さ れない（ 消法６ ①、 消法別表１ 六、 消令 14）。  

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  

 



- 16 - 

２ . 「 新聞の譲渡」 で次のすべてに該当するも の 

① 一定の題号を 用いているも の 

② 政治、 経済、 社会、 文化等に関する一般社会的事実を 掲載する も の 

③ 週２ 回以上発行さ れるも の 

④ 定期購読契約に基づく も の 

 

【 新聞の譲渡の具体例】  

軽減税率の適用対象と なる も の 

・ いわゆる スポーツ 新聞 

・ 業界紙 

・ 日本語以外の新聞 等 

こ れら についても 、 週に２ 回以上発行さ れる新聞で、 定期購読契約に基づく 譲渡であれば軽減税

率の適用対象 

・ 通常週２ 回発行さ れている 新聞が、 休刊日によ り 週に１ 回し か発行さ れない場合でも  

「 週２ 回以上発行さ れる新聞」 に該当 

・ ホテル等が従業員の購読用、 宿泊客の閲覧用と し てロ ビー等に設置するも のや無料で配布する

も の（ 一定の固定部数を 納品するも の）  

 

軽減税率の適用対象と なら ないも の 

・ 駅売り の新聞 

・ コ ンビ ニエン ススト ア等の新聞の販売 等 

定期購読契約に基づく も のでないため、 軽減税率の適用対象外 

・ イ ンタ ーネッ ト を 通じ て配信する 電子版の新聞 

電気通信回線を 介し て行われる役務の提供である「 電気通信利用役務の提供」 に該当し 、「 新聞の

譲渡」 に該当し ないこ と から 、 軽減税率の適用対象外（ 法２ ①八の三）  

※ 紙の新聞と 電子版をセッ ト 販売し ている 場合は、 セッ ト 販売の対価の額を「 紙の新聞」 の金額と 「 電子

版」 の金額に区分し 、 それぞれの税率を適用する。  

・ ホテル等が宿泊客の閲覧用と し て無料で配布するも ののう ち 、 当日の宿泊客数に応じ て固定部

数を 超えて納品する追加部分 
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III. 軽減税率対策補助金について 

１ . 概要 

軽減税率制度への対応が必要と なる中小企業・ 小規模事業者等が、 複数税率対応レ ジの導入

や、 受発注システムの改修などを 行う 経費の一部を 補助する制度。  

Ａ 型（ 複数税率対応レジの導入等支援） と Ｂ 型（ 受発注システムの改修等支援）、 Ｃ 型（ 請求

書管理システムの改修等支援） の３ つの補助金がある。  

詳細は「 軽減税率対策補助金ホームページ」 を 参照 （ ht t p: //kzt -hoj o. j p/）  

 

２ . 補助金の対象期間 

平成 28 年３ 月 29 日 ～ 令和元年９ 月 30 日( 月)  

上記期間中に複数税率対応レ ジおよび受発注システムの導入又は改修を 終え、 支払いが完了

し たも のが補助金の対象。  

※ 導入完了日（ 設置日） が対象期間内であっ ても 、 レ ジの購入日が平成 28 年３ 月 28 日以前であ

る 場合は補助対象期間外。  

※ リ ース契約を 利用する場合は、 リ ース契約日及びリ ース開始日が当該期間であるこ と が必要。  

 

３ . 補助金交付申請受付期間 

平成 28 年４ 月１ 日 ～ 令和元年 12 月 16 日( 月)  

上記期間中に補助金申請書類の提出が必要（ 消印日）  

ただし 、Ｂ －1 型（ 受発注システムの改修) については、令和元年６ 月 28 日( 金) までに交付申

請書を 提出し 、 交付決定を 受けた後、 令和元年９ 月 30 日( 月) までに、 受発注システムの改修・

入替を 完了（ 支払いの完了を 含む） し 、すべての支払いが完了し た後、令和元年 12 月 16 日( 月)

までに事業完了報告書を 提出し なければなら ない。  

 

４ . 申請ができ る事業者（ 中小企業・ 小規模事業者等）  

中小企業支援法に規定する中小企業者及び特定非営利活動法人、 社会福祉法人、 消費生活協

同組合、 商工会・ 都道府県商工会連合会、 商工会議所、 商店街振興組合、 商店街振興組合連合

会その他中小企業庁長官が認める者のう ち、 以下の①～⑦を満たす者。  

① 軽減税率制度への対応が必要な事業者であるこ と 。  

② 財産処分制限期間（ 注）の間、補助対象機器等を継続的に維持運用でき る事業者であるこ と 。

（ 共同申請者と なるリ ース事業者を含む。）  

③ 導入・ 改修し た補助対象機器等に関する使用状況等について軽減税率対策補助金事務局が

行う 調査に協力できる こ と 。  

④ 日本国内で事業を 行う 個人又は法人であるこ と 。  

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定する「 風俗営業」、「 性風

俗関連特殊営業」 及び「 接客業務受託営業」 を 営む者でないこ と 。  

http://kzt-hojo.jp/
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⑥ 補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じ ら れていない者である こ と 。  

⑦ 反社会的勢力に該当せず、今後においても 、反社会的勢力と の関係を 持つ意思がないこ と 。  

（ 注） 取得財産の単価又は改修によ り 付加さ れた価値の単価が 50 万円以上の場合において、 取得か

ら 法定耐用年数の間、 廃棄、 目的外の使用、 他者へ譲渡・ 貸付、 交換、 債務の担保と する こ と が

でき ない期間のこ と 。  

（ レ ジの法定耐用年数は５ 年。 中古品は、 中古資産の耐用年数と する 。）  

 

【 申請対象者と なる中小企業・ 小規模事業者等の定義】  

 
ただし 、 次の①～③のいずれかに該当する中小企業者（「 みなし 大企業」 と いう 。） は補助対象外。  

① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の１ ／２ 以上を同一の大企業（ 注） が所有し ている中小企業者 

② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２ ／３ 以上を大企業（ 注） が所有し ている中小企業者 

③ 大企業（ 注） の役員又は職員を兼ねている者が、 役員総数の１ ／２ 以上を占めている中小企業者 

（ 注） 次のいずれかに該当する者については、 大企業と し て取り 扱わないも のと する。  

イ ． 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

ロ． 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 
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５ . 申請類型 

(1) Ａ 型 複数税率対応レジの導入等支援 

複数税率に対応でき るレジ又は区分記載請求書等保存方式に対応し た請求書等を 発行する

券売機を 新し く 導入し たり 、 対応でき るよう に既存のレ ジや券売機を 改修し たり すると き に

使える補助金。  

※ レ ジ・ 券売機を 使用し て日頃から 軽減税率対象商品を 販売し ており 、 将来にわたり 継続

的に販売を 行う ためにレジ・ 券売機を 導入又は改修する事業者を支援するも の。  

 

① 申請方式 

Ａ 型は、 レ ジの種類や複数税率への対応方法（ 導入 or 改修） により 、 Ａ －１ 型から Ａ －６

型までの、 合計６ 種類の申請方式に分かれる。  

リ ースによる導入も 補助対象。 指定リ ース事業者は軽減税率対策補助金ホームページで公

表さ れている 。  

イ . Ａ －１ 型 レ ジ・ 導入型 

複数税率対応の機能を 有するＰ Ｏ Ｓ 機能のないレジの導入費用が補助対象 

ロ . Ａ －２ 型 レ ジ・ 改修型 

複数税率非対応のレジを、 対応レ ジに改修する場合の費用が補助対象 

ハ. Ａ －３ 型 モバイ ルＰ Ｏ Ｓ レ ジシステム 

複数税率に対応し た継続的なレ ジ機能サービ スをタ ブレ ッ ト 、 Ｐ Ｃ 、 スマート フ ォ ンを

用いて利用し 、 レ シート プリ ン タ を 含む付属機器を 組み合わせてレ ジと し て新たに導入す

る場合の費用が補助対象 

ニ. Ａ －４ 型 Ｐ Ｏ Ｓ レジシステム 

Ｐ Ｏ Ｓ レ ジシステムを 複数税率に対応するよ う に改修または導入する場合の費用が補助

対象 

ホ. Ａ －５ 型 券売機 

券売機を 区分記載請求書等保存方式に対応するよう に改修又は導入する場合の費用が補

助対象 

ヘ. Ａ －６ 型 商品マスタ の設定 

軽減税率制度の実施前に、 複数税率対応レ ジ等の商品マスタ 設定を する場合の費用が補

助対象 

 

② 補助額 

いずれの申請方式も 、 補助額は、 レジ１ 台あたり 20 万円が上限。  

イ ． 基本的に補助率は３ ／４  

（ １ 台のみ機器導入を 行う 場合でかつ導入費用が３ 万円未満の機器については４ ／５ 、 タ

ブレ ッ ト 等の汎用端末については１ ／２ ）  

ロ ． レ ジ本体のほか、 レジ機能に直結する付属機器等（ バーコ ード リ ーダー・ キャ ッ シュ ド

ロア・ ク レ ジッ ト カ ード 決済端末・ 電子マネーリ ーダー・ カ スタ マーディ スプレ イ ・ レ シ
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ート プリ ンタ ・ ルータ ー・ サーバ） も 合わせて補助対象と なる 。  

ハ． 新たに行う 商品マスタ の設定や機器設置（ 運搬費含む） に費用を 要する場合、 さ ら に１

台あたり 20 万円を上限に支援する。  

ニ． 複数台数申請等については、 １ 事業者あたり 200 万円が上限と する。  

 

③ 申請手続き ・ 申請サポート 制度 

基本的には、 申請書数枚と 証拠書類で申請が可能。 また、 申請者自身による 申請に加え、

一部のメ ーカ ー、 販売店、 ベンダーなどによる「 代理申請制度」 の利用が可能。 代理申請が

可能なメ ーカ ーや販売店、 ベンダーなどについては、 軽減税率対策補助金ホームページで公

表さ れている 。  

※ Ａ －２ 型、 Ａ －５ 型は代理申請を 原則と する。  

※ Ａ －４ 型は代理申請又は共同申請を必須と する。  

※ Ａ －６ 型は代理申請を 必須と する。  

 

(2) Ｂ 型 受発注システムの改修等支援 

電子的な受発注システム（ Ｅ Ｄ Ｉ ／Ｅ Ｏ Ｓ 等） を 利用する事業者のう ち、 複数税率に対応

する ために必要と なる機能について、 改修・ 入替を 行う 場合に使える補助金。  

※ 電子的受発注システムを 使用し て日頃から 軽減税率対象商品を 取引し ており 、 将来にわ

たり 継続的に取引を行う ために受発注システムを改修・ 入替する事業者を 支援するも の。  

 

① 申請方式 

Ｂ 型は、 指定事業者に改修等を 依頼するか、 事業者自身で行う かで２ 種類の申請方式に分

かれる。  

リ ースによる入替も 補助対象。 指定リ ース事業者は軽減税率対策補助金ホームページで公

表さ れている 。  

イ . Ｂ －１ 型 受発注システム・ 指定事業者改修型 

システムベン ダー等に発注し て、 受発注システムを 改修・ 入替する場合の費用が補助対

象 

ロ . Ｂ －２ 型 受発注システム・ 自己導入型 

中小企業・ 小規模事業者等が自ら パッ ケージ製品・ サービ スを 購入し 導入し て受発注シ

ステムを 改修・ 入替する場合の費用が補助対象 

 

② 補助額 

補助上限額は、 発注システム側・ 受注システム側の改修・ 入替ごと に異なる。  

イ ． 小売事業者等の発注システムの場合の補助上限額は 1, 000 万円、 卸売事業者等の受注

システムの場合の補助上限額は 150 万円で、 両方の改修・ 入替が必要な場合の上限は

1, 000 万円と なる。  

ロ． 補助率は、 改修・ 入替に係る費用の３ ／４  
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（ 補助対象範囲外の機能を 含むパッ ケージ製品・ サービスについては、 初期購入費用の

１ ／２ を 補助対象経費と し 、 こ れに補助率３ ／４ を 乗じ るも のと する。）  

ハ． Ｂ 型と Ｃ 型の両方の補助金を 申請する場合は、 Ｂ 型の１ 事業者あたり の補助上限額を

Ｂ 型と Ｃ 型の合計額の補助上限額と し て適用する。  

 

③ 注意点 

イ ． 原則と し て、 既にＥ Ｄ Ｉ ／Ｅ Ｏ Ｓ 等の電子的受発注を 利用し ている事業者が対象。  

・  取引先間でＥ Ｄ Ｉ ／Ｅ Ｏ Ｓ 等の電子的な受発注システムを 利用し ている事業者（ 注１ ）

の電子的受発注に必須と なる 商品マスタ や、 発注・ 購買管理、 受注管理機能（ 注２ ） のう

ち、 複数税率対応に伴い必要と なる改修・ 入替を 補助対象と する。  

・  電子的受発注データ のフ ォ ーマッ ト やコ ード 等の複数税率対応に伴う 改修や、 現在

利用し ている 電子受発注システムから 複数税率対応し たシステムへの入替を 補助対象

と する。  

( 注１ ) 電子的受発注システムは利用し ていないが、 取引先の要請等によ り 、 新規にシステム

を 導入する 場合は補助対象と する。  

( 注２ ) 受発注管理と と も に在庫管理、 財務会計などが一体と なっ たパッ ケージ製品・ サービ

スについては、 電子的受発注システムの機能を 含むも のであれば、 支援対象と する 。  

ロ． Ｂ －１ 型は、 専門知識を 必要と するシステムの「 改修・ 入替」 のため、 システムベンダ

ー等の指定事業者による代理申請を 原則と する。 申請は２ 段階と なっ ており 、 改修・ 入

替に着手する前の「 交付申請」 と 、 改修・ 入替が完了し た後の「 完了報告」 が必要。 いず

れも 指定事業者が代理申請を 行う 。  

※ 交付決定以前に作業着手し た場合は補助対象になら ない。  

ハ． Ｂ －２ 型は、 軽減税率対策補助金事務局に登録さ れたパッ ケージ製品・ サービスが対

象。 Ｂ －１ 型と は異なり 、 申請は改修・ 入替後に行う 。  

 

(3) Ｃ 型 請求書管理システムの改修等支援 

軽減税率に対応するために必要と なる区分記載請求書等保存方式に対応し た請求書管理シ

ステムの改修・ 導入を 行う 場合に使える補助金。  

※ 請求書管理システムを 使用し て日頃から 軽減税率対象商品を 取引し ており 、 将来にわた

り 継続的に取引を 行う ために請求書管理システムを 改修・ 入替する事業者を支援する も の。 

 

① 申請方式 

Ｃ 型は、 指定事業者にシステムの改修等を 依頼するか、 事業者自身でパッ ケージ製品を 購

入し 導入するか、 請求書発行の専用事務機器を 改修・ 導入するかで３ 種類の申請方式に分か

れる。  

イ . 請求書管理システム（ 指定事業者改修・ 導入型）  

システムベンダー等に発注し て、 請求書管理システムを 改修・ 導入する場合の費用が補

助対象 
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ロ. 請求書管理システム（ ソ フ ト ウェ ア自己導入型）  

事業者等が自ら パッ ケージ製品およびサービ スを購入し 導入し て請求書管理システムを

改修・ 入替する場合の費用が補助対象 

ハ. 請求書管理システム（ 事務機器改修・ 導入型）  

ハード ウェ アと 一体化し た請求書管理システム・ 事務機器を 改修・ 導入する場合の費用

が補助対象 

 

② 補助額 

イ ． １ 事業者あたり の補助金の上限は 150 万円。 ただし 、 ハード ウェ アの上限は 10 万円。 

ロ． 補助率は３ ／４ 。 ただし 、 請求書発行に必要と なるプリ ン タ ー、 パソ コ ン等の汎用端

末は１ ／２ 。  

（ 補助対象範囲外の機能を 含むソ フ ト ウェ アについては、 ソ フ ト ウェ アの購入費用の 

１ ／２ を 補助対象経費と し 、 こ れに補助率３ ／４ を 乗じ るも のと する。）  

ハ． Ｃ －３ 型において、 補助額は１ 台あたり ２ ０ 万円が上限と なる。 また、 商品マスタ の

設定や機器設置（ 運搬費含む） に費用を 要する場合には、 さ ら に１ 台あたり ２ ０ 万円を

上限に支援する。  

 

③ 申請手続き  

イ . Ｃ －１ 型 

専門知識を 必要と するシステムの「 改修・ 導入」 のため、 指定事業者による代理申請を

原則と し 、 中小企業に代わっ て、 システムベンダー等の指定事業者が申請する。  

ロ . Ｃ －２ 型 

中小企業・ 小規模事業者等が自ら 申請する。  

ハ. Ｃ －３ 型 

メ ーカ ーや販売店等による代理申請等が利用可能（ 代理申請又は共同申請が必須）。  

 

６ . 軽減税率対策補助金の税務上の取扱い 

軽減税率対策補助金は国から の補助金を 原資と し て、 軽減税率対策補助金事務局から 補助対

象者に交付さ れるも のであり 、 法人税法 42 条（ 国庫補助金等で取得し た固定資産等の圧縮額の

損金算入） 及び所得税法 42 条（ 国庫補助金等の総収入金額不算入） に規定する国庫補助金等に

該当する。  

し たがっ て、 軽減税率対策補助金の交付を 受けた事業者において、 当該補助金を 補助金の交

付の目的に適合し た固定資産の取得に充てた場合には、 法人税法 42 条及び所得税法 42 条の規

定を 適用するこ と ができ る。  
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IV. キャ ッ シュ レス・ 消費者還元事業について 

１ . 概要 

キャ ッ シュ レ ス・ 消費者還元事業は、 令和元年 10 月１ 日の消費税率引上げに伴い、 需要平準

化対策と し て、 キャ ッ シュ レ ス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も 含め、 消

費税率引上げ後の９ カ 月間に限り 、 中小・ 小規模事業者によるキャ ッ シュ レ ス手段を 使っ たポ

イ ント 還元を 支援する事業。  

詳細は「 キャ ッ シュ レ ス・ 消費者還元事業Ｈ Ｐ 」（ ht t ps: //cashl ess. go. j p/） を 参照。  

(1) 実施期間 

令和元年 10 月 1 日から 令和２ 年６ 月 30 日までの９ ヶ 月間 

(2) 対象と なるキャ ッ シュ レス決済手段 

ク レ ジッ ト カ ード 、 デビッ ト カ ード 、 電子マネー、 Ｑ Ｒ コ ード など電子的に繰り 返し 利用

でき る決済手段 

(3) 中小・ 小規模事業者（ 対象店舗） の範囲 

原則と し て、 中小企業基本法上の中小企業及び個人事業主が対象 

(4) 消費者への還元 

対象店舗でのキャ ッ シュ レ ス決済による購買に対し て、 キャ ッ シュ レ ス決済事業者が、 原

則と し て決済額の５ ％（ コ ンビニエンススト アなどのフ ラ ンチャ イ ズ加盟店は２ ％） に相当

するポイ ント を消費者に付与する 。  

(5) 対象と なら ない取引 

① 有価証券等・ 郵便切手類・ 印紙・ 証紙・ 物品切手等（ 商品券・ プリ ペイ ド カ ード 等）  

② 自動車（ 新車・ 中古車） の販売 

③ 新築住宅の販売 

④ 当せん金付証票（ 宝く じ ） 等の公営ギャ ンブル 

⑤ 収納代行サービス、 代金引換サービスに対する支払い 等 

 

２ . 中小・ 小規模事業者が導入するにあたっ て 

(1) 導入のための手続き 

キャ ッ シュ レ ス決済事業者（ ク レ ジッ ト カ ード 会社・ 銀行など） を 通じ たシステム上の登

録が必要。  

(2) 加盟店手数料 

実施期間中に限り 、 対象店舗がキャ ッ シュ レス決済事業者に支払う 加盟店手数料は 3. 25％

以下に設定さ れ、 また、 その１ ／３ を 国が補助する（ 実質負担は 2. 17％以下）。  

(3) キャ ッ シュ レス決済端末を新たに導入する場合 

実施期間中に、 新たにキャ ッ シュ レ ス決済端末・ 付属機器・ タ ブレ ッ ト 等を 導入する場合

https://cashless.go.jp/
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は、 国が費用の２ ／３ を、 キャ ッ シュ レ ス決済事業者が費用の１ ／３ を 負担する事と さ れて

おり 、 対象店舗の自己負担は生じ ない。  

 

 

「 キャ ッ シュ レス・ 消費者還元事業Ｈ Ｐ 」 より  
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V. 区分記載請求書等保存方式について 

１ . 概要 

税率引上げと 軽減税率制度の導入に伴い、 軽減税率８ ％と 標準税率 10％の複数税率と なるた

め、 取引等を 税率の異なるごと に区分し て記帳するなどの経理（ 区分経理） が必要と なる。  

また、 現行の仕入税額控除の方式（ 請求書等保存方式） では、 一定の帳簿及び請求書等の保

存が要件と さ れているが、 令和元年 10 月１ 日から 令和５ 年９ 月 30 日までの間は、 現行の請求

書等保存方式を 基本的に維持し つつ、 軽減税率の適用対象と なる商品の仕入れかそれ以外の仕

入れかの区分を 明確にするための記載事項を 追加し た、 区分経理に対応し た帳簿及び請求書等

の保存が要件と さ れる（ 区分記載請求書等保存方式）（ 新消法附則 34②）。  

 

２ . 帳簿及び請求書等の記載事項 

それぞれ下線部分が新たな記載事項と し て追加さ れる。  

(1) 帳簿の記載事項 

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  

＜注意点＞ 

イ ． ③の「 課税仕入れに係る資産又は役務の内容」 は、 請求書等に記載さ れている取引内容

を そのまま記載するこ と まで求めているも のではない。 商品の一般的総称でまと めて記載

するなど、 申告時に請求書等を 個々に確認する こ と なく 、 軽減税率の対象と なるも のか、

それ以外のも のであるかを 明確にし 、 帳簿に基づいて、 税率ごと に仕入控除税額を 計算で

き る程度の記載で差し 支えない。  

ロ ． ③の「 軽減対象資産の譲渡等に係るも のである旨」 は軽減対象資産の譲渡等であるこ と

が客観的に明ら かであると いえる程度のも のと する必要がある 。  

ハ． 一定期間まと めて請求書等が交付さ れる場合は、 その期間分を まと めて帳簿に記載する

こ と と し て差し 支えない。  
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【 帳簿の記載例】  

記号・ 番号等を使用し た場合の帳簿の記載例 

 

① 軽減税率対象品目には「 ※」 などを 記載 

② 「 ※」 が軽減税率対象品目であるこ と を示すこ と を記載 

（ 注） こ の他、 帳簿に税率区分欄を 設けて、「 ８ ％」 と 記載する 方法や税率コ ード を 記載する方

法も 認めら れる 。  

国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 個別事例編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 120 

(2) 区分記載請求書等の記載事項 

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  

＜注意点＞ 

イ ． ③の「 課税資産の譲渡等に係る 資産又は役務の内容」 は、 その内容が軽減税率の対象と な

る も のであるか、 それ以外のも のであるかが明確になるよう 、 個別の商品名等の記載が行わ

れている必要がある。  

ロ． ④の「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額（ 税込価格）」 については「 税率の

異なるごと に区分し た税抜対価の合計額及び消費税額等」 を 記載する こ と と し て差し 支えな

い。 し たがっ て、 適格請求書等の発行に対応し たシステムの改修を 行えば、 区分記載請求書

等と し ての発行も 可能と なる。  
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国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 個別事例編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 120 

【 区分記載請求書等の記載例】  

個々の取引ごと に 10％や８ ％の税率が記載さ れている場合のほか、 たと えば次のよう な場合

も 「 軽減対象資産の譲渡等である 旨」 の記載があると 認めら れる（ 軽減通達 18）。  

 

１ ． 軽減税率の対象と なる商品に、「 ※」 や「 ☆」 と いっ た記号等を 表示し 、 かつ、「 こ れら の

記号等が軽減対象資産の譲渡等である 旨」 を別途表示し 、 明ら かにし ている場合 

 

国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 制度概要編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 13 

 

 

 

 

 

 

こ の記載が必こ の記載が必要 
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２ ． 同一の請求書において、 軽減税率の対象と なる商品と それ以外の商品と を 区分し 、 軽減税

率の対象と なる 商品と し て区分さ れたも のについて、 その全体が軽減税率の対象であるこ と

が表示さ れている場合 

 

国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 制度概要編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 13 

 

 

 

 

 

３ ．軽減税率の対象と なる商品に係る請求書と それ以外の商品に係る請求書と を 分けて作成し 、

軽減税率の対象と なる商品に係る請求書において、 そこ に記載さ れた商品が軽減税率の対象

であるこ と が表示さ れている場合 

 

国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 制度概要編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 13 

 

こ の記載が必要！ 

こ の記載が必要！ 
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３ . 注意点 

(1) 「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 等の記載がなかっ た場合の追記 

「 軽減対象資産の譲渡等である 旨」 及び「 税率の異なるごと に区分し て合計し た課税資産

の譲渡等の対価の額（ 税込）」 の記載がない請求書等を 交付さ れた場合であっ ても 、 請求書等

の交付を 受けた事業者が、 事実に基づいて、 こ れら の項目を 追記し 保存するこ と で、 仕入税

額控除が認めら れる（ 新消法附則 34③）。  

なお、 たと えば品目等の請求書等に記載さ れている上記の２ 項目以外の項目の追記や修正

は認めら れない（ 軽減通達 19）。  

(2) 旧税率対象が混在する場合 

旧税率が適用さ れる取引と 軽減税率が適用さ れる取引が混在すると き は、 標準税率 10％と

軽減税率８ ％を 税率ごと に合計するだけでなく 、 旧税率８ ％の対象商品についても 区分し て

合計する必要がある。  

 

国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 個別事例編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 116 
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(3) 年間契約の区分記載請求書 

たと えば、 サーバー保守サービ スの年間契約を 締結し 、 保守料金を 一括し て１ 年分前受け

する場合（ 中途解約があっ た場合は未経過期間分の保守料金は返還するこ と と し ている場合）、

軽減税率の適用対象と なら ない取引であっ ても 、令和元年９ 月までの取引と 10 月以降の取引

と は税率が異なるため、 取引の相手方が仕入税額控除を 行う ための請求書等の記載事項を 満

たすためには、令和元年９ 月までの対価の額と 10 月以降の対価の額を 区分し て記載する必要

がある。  

 
国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 個別事例編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 117 

(4) 請求書等への「 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」 の記載 

軽減対象資産の譲渡等であるかが明確になるよ う 、 基本的には個別の商品名等の記載が必

要と なるが、 取引当事者間で軽減対象資産の譲渡等かどう かの判別が明ら かである場合は、

資産の内容等について商品コ ード 等による表示も 認めら れる。  

また、 レ シート に個別の商品名等の記載が不可能なレ ジを 使用し ている場合などについて

は、 商品の一般的な総称によ る記載（ 注） であっ ても 、 その商品が課税対象であるこ と と 、 軽減

対象資産と それ以外のも のである こ と が、 交付を 受けた事業者において把握でき る程度のも

のであれば、 資産又は役務の内容の記載を 満たすも のと し て取り 扱われる。  

（ 注） たと えば、 八百屋であれば「 野菜」、 精肉店であれば「 肉」、 又は一括し て「 食品」 や「 飲食料

品」 と いっ た記載が該当する。 一方、「 部門 01」 などと いっ た記載は、 取引の内容が記載さ れて

いると 言えず、 一般的には記載事項を 満たし ていないこ と と なる 。  
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国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  

(5) 免税事業者から の課税仕入れの取扱い 

現行と 同様に仕入税額控除の適用を受ける こ と ができ る。  

こ の場合、 免税事業者から の仕入れであっ ても 、 こ れまでの請求書等の記載事項に加え、

「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 及び「 税率の異なるごと に区分し て合計し た課税資産の

譲渡等の対価の額（ 税込）」 の記載がある区分記載請求書等の保存が必要と なる。  

※( 1) のと おり 、 上記２ 項目の記載がない場合には取引の事実に基づき 追記するこ と が可能。  
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(6) ３ 万円未満の取引に係る仕入税額控除について 

現行と 同様に請求書等の保存がなく ても 、 法令に規定する事項が記載さ れた帳簿の保存の

みで適用する こ と ができ る（ 消法 30⑦、 消令 49①一）。  

こ の場合、 帳簿にはこ れまでの記載事項に加え、「 軽減対象資産の譲渡等に係るも のである

旨」 を記載するこ と が要件と なる （ 新消法附則 34②）。  

 

(7) 一定期間分の取引のまと め記載 

たと えば１ か月分など、 一定期間分の取引を まと めた請求書と 、 日々の取引内容について

記載さ れた納品書等と の相互の関連性が明確で、 かつ、 こ れら の書類全体で記載事項（ 軽減

税率対象品目である 旨等） を 満たす場合には、 こ れら の書類を まと めて保存するこ と で仕入

税額控除の請求書等の保存要件を 満たす。  

 

国税庁「 消費税軽減税率制度の手引き」（ 平成 30 年 8 月） より  

 

(8) 軽減税率の対象と なる取引がない場合の請求書等の記載 

取引に軽減税率の対象と なるも のがない場合、「 軽減対象資産の譲渡等である旨」、「 税率

の異なるごと に区分し て合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 の記載は要し ない。 し たが

っ て、 令和元年 10 月１ 日以後も 請求書の記載事項に変更はない。  
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(9) 一括値引がある場合の請求書等の記載 

飲食料品と 飲食料品以外の資産を 同時に譲渡し 、 割引券等の利用により 、 その合計額から

一括し て値引き を 行う 場合、 税率ごと に区分し た値引き 後の課税資産の譲渡等の対価の額に

対し てそれぞれ消費税が課さ れる こ と と なる。 こ のため、 レ シート 等における 「 税率ごと に

合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 は、 値引き 後のも のを 明ら かにする必要がある。  

例： 雑貨 3, 300 円（ 税込み）、 牛肉 2, 160 円（ 税込み） を販売し た場合 

 

 

国税庁「 消費税の軽減税率制度に関する Q＆A（ 個別事例編）」（ 令和元年７ 月改訂） 問 118 

※ 割引券等の利用によ る 一括値引き を 行う 場合において、 適用税率ごと の値引額が明ら かでな

いと き は、その値引額を 資産の譲渡等に係る 価額の比で按分し 、適用税率ごと の値引額及び値

引き 後の対価の額を 区分する 。  


